
該当団体数26 26 26 26 20 0 11 6 5 24 25 26 0 1 5 5 24 2 1 0 0 0 1 1

宮崎県 宮崎市 学校教育課 0985-85-1825 45gakyou@city.miyazaki.miyazaki.jp
http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/education/allowance/7
571.html ○ ○ ○ ○ ○ ○

宮崎県 都城市 都城市教育委員会学校教育課 0986-23-2161 gakko@city.miyakonojo.miyazaki.jp http://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○

宮崎県 延岡市 学校教育課 0982-22-7031 gakkoh@city.nobeoka.miyazaki.jp ○ ○ ○ ○
例年、2月～3月中に各学校の就学援助事務担当者向けに制度の
説明会を行っている。 ○

宮崎県 日南市 日南市教育委員会　学校教育課 0987-31-1144 kyoikuka@city.nichinan.lg.jp http://www.city.nichinan.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○

宮崎県 小林市 学校教育課 0984-23-0424 k_gakko@city.kobayashi.lg.jp http://www.city.kobayashi.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ 例年４月に各学校の事務職員向けに制度の説明会を行っている。 ○

宮崎県 日向市 日向市教育委員会　学校教育課 0982-52-2111 gakko@hyugacity.jp
http://www.city.hyuga.miyazaki.jp/display.php?cont=1403171
33219 ○ ○ ○ ○ ○

宮崎県 串間市 教育委員会　学校政策課 0987-72-1111 gako@city.kushima.lg.jp http://www.city.kushima.lg.jp/main/post-26.html ○ ○ ○ ○ ○

宮崎県 西都市
教育委員会　教育政策課　学校
教育係 0983-43-3438 kyouiku@saito-city.jp http://www.saito-city.jp/ ○ ○ ○ ○

宮崎県 えびの市
えびの市教育委員会　学校教育
課 0984-35-1111 gakkokyoiku@city.ebino.lg.jp http://www.city.ebino.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○

宮崎県 三股町
三股町教育委員会　教育課　学
校教育係 0986-52-9314 kyoiku-k@town.mimata.lg.jp http://www.town.mimata.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○

宮崎県 高原町 教育総務課　学校教育係 0984-42-1484 kyousou@town.takaharu.lg.jp http://www.town.takaharu.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○

宮崎県 国富町 国富町教育委員会　教育総務課 0985-75-9401 kyouiku@town.kunitomi.lg.jp http://www.town.kunitomi.miyazaki.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○

宮崎県 綾町 教育総務課 0985-77-1183 kyoikusomu@town.aya.lg.jp ○ ○ ○ ○

宮崎県 高鍋町 教育総務課 0983-23-0315 kyouikusoumu@town.takanabe.lg.jp http:// www.town.takanabe.lg.jp ○ ○ ○ ○

宮崎県 新富町 新富町教育委員会　教育総務課 0983-33-6079 k_soumu_g@town.shintomi.lg.jp
http://www.town.shintomi.miyazaki.jp/dd.aspx?itemid=1390#i
temid1390 ○ ○ ○ ○ ○ ○

宮崎県 西米良村 教育総務課 0983-36-1111 kyoiku@vill.nishimera.lg.jp ○ ○ ○ ○

宮崎県 木城町 宮崎県木城町教育課 0983-32-2369 kyouiku@town.kijo.lg.jp http://www.kijo.jp ○ ○ ○ ○ ○
各学校を通じて、各家庭（保護者）への周知文書（就学援助制度の
お知らせ）の配布。 ○

宮崎県 川南町
川南町教育委員会　教育課　学
校教育係 0983-27-8019 gakko@town.kawaminami.lg.jp ○ ○ ○ ○

宮崎県 都農町 教育総務課 0983-25-5723 kyouiku@town.tsuno.lg.jp  ○ ○ ○ ○ ○

宮崎県 門川町 教育総務課 0982-63-1140
hamada-
hisaki@town.kadogawa.lg.jp

http://www.town.kadogawa.lg.jp/learn/board/page001036.ht
ml ○ ○ ○ ○ ○ ○

宮崎県 諸塚村 諸塚村教育委員会 0982-65-0072 h.wakamoto@morotsuka.jp https://www.vill.morotsuka.miyazaki.jp/ ○ ○

・年度末の民生委員児童委員協議会総会にて当該制度の説明と、
対象児童・生徒の調査及び申請への協力を書面で依頼。
・また、校長会にて制度の説明及び民生委員児童委員との協力を
書面で依頼。 ○

学校と民生委員児童委員が事前に該当すると思われる児童・生徒
の世帯を協議し、その後民生委員児童委員が家庭訪問を行い、聞
き取り調査及び申請意思の確認を行い、申請希望者へ申請書を配
布。

宮崎県 椎葉村 教育課 0982-67-2850 shiiba-youhei@vill.shiiba.lg.jp shbwebm@vill.shiiba.miyazaki.jp ○ ○ ○ ○ ○

宮崎県 美郷町 美郷町　教育課 0982-66-3608
h-kyouiku@town.miyazaki-
misato.lg.jp http://town.miyazaki-misato.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○

宮崎県 高千穂町 教育委員会　教育総務課 0982-73-1205 kyouiku@town-takachiho.jp ○ ○ ○ ○

宮崎県 日之影町 教育課 0982-87-3907 kyouiku@town.hinokage.lg.jp http://www.hinokage.jp/ ○ ○ ○ ○
申請書に民生委員の所見欄があるため、１月に行われる民生委員
会時に制度の説明を行う。 ○

宮崎県 五ヶ瀬町
五ヶ瀬町教育委員会学校教育グ
ループ 0982-82-1710 kouki-miyazaki@town.gokase.lg.jp ホームページ等に記載なし ○ ○ ○ ○

ア．教育
委員会の
ウェブサ
イトに制
度を掲載

イ．自治
体の広報
誌等に制
度を記載

ウ．就学
案内の書
類に記載

エ．入学
時に学校
で就学援
助制度の
書類を配
付

オ．毎年
度の進級
時に学校
で就学援
助制度の
書類を配
付

カ．各学
校に対し
て制度を
書面で周
知

キ．教職
員向け説
明会を実
施

ク．保護
者向け説
明会を実
施

ケ．その
他（内容
を１，（２）
に記入)

ア．各学
校で制度
案内を配
付後、希
望者に各
学校から
申請書を

配布

イ．各学
校で制度
案内を配
付後、希
望者に教
育委員会
から申請
書を配布

ウ．各学
校で全児
童生徒も
しくは保

護者に申
請書を配

付

エ．教育
委員会で
全児童生
徒もしくは
保護者に
申請書を

配付

オ．制度
案内等は
行わず、
各学校で
希望者に
対して申
請書を配

付

①部署名 ②電話番号 ③e-mail ④ウェブサイト ⑤その他（SNSなど）

１．就学援助制度の周知方法 ２．就学援助制度の申請書の配布方法

（１）貴市区町村における就学援助制度の周知方法

（２）（１）でケに○をした場合、その内容

（１）貴市区町村における就学援助制度の申請書の配布方法

①都道府県②市町村

０　就学援助制度問い合わせ先（広報用） Ⅰ　就学援助制度の実施について

（２）（１）でキに○した場合、その内容

カ．制度
案内等は
行わず、
教育委員
会で希望
者に対し
て申請書
を配付

キ．その
他（内容
を２．（２）
に記入し
てくださ
い。）
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課税所得
等の分類

基準額の
時期

19 20 17 18 18 20 13 14 17 17 18 14 18 12 8 3 6 0 6 17 17 17 17 0 0 6 12 26

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.14 課税所得 前々年度 284 25%未満

○
1 課税所得 前々年度 244 15%未満

○ 1

総所得
（税引き
前） その他 250

・係数（倍率）は新規は1.02倍以上、継続は1.10以上を否認定。
・平成24年末の基準を使用。 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.1 課税所得 その他 240 【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額 25%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 課税所得 その他 256 【基準額の時期】平成24年4月時点の保護基準額 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 課税所得 その他 308 「その他教育委員会が必要と認める者」と規定しているが、具体的な基準は設けていない。 （２）の「基準額の時期」は、４年前の年度。 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 課税所得 その他 157 【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額 25%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.1

総所得
（税引き
前） その他 239 直近３か月の収入資料 【基準額の時期】平成25年8月以前の保護基準額 10%未満

○ 1.2 その他 その他 218
【課税所得等の分類】総収入額
【基準額の時期】平成２５年４月 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 その他 その他 231
その他生活保護法第６条第２項に規定する要保護者に準ずる程度に経済的に困窮している
と教育委員会が認めるもの

【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額
【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額に所得
以外の収入（児童手当、児童扶養手当、養育費等）を加えた額と比較 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ 1 課税所得 前年度 220
【係数（倍率）】ひとり親である場合は、特別支援教育就学奨励費の保護基準額に掛ける係
数（倍率）を１．３まで、それ以外は１．０までとしている。 20%未満

○ 15%未満

○ ○ 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.1 その他 前年度 240 【課税所得等の分類】収入（給与収入）を基準としている。 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.1 課税所得 その他 220

【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額
【目安額】基本、所得金額が特別支援種学援助費の需要額測定に用いる保護基準額の１．
１倍以下
ただし、世帯に年金受給者がいる場合は所得+年金収入額が１．１４倍以下 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.1 課税所得
３年前の
年度 235

生活保護の基準に一定の係数を超えた場合でも、世帯の状況を総合的に判断して認定す
る。 10%未満

○ ○ ○ 1.2 課税所得 前年度 287 15%未満

○ ○

準要保護世帯の認定については、調査の時点で各地区の民生委員児童委員にご協力をい
ただき、家庭訪問の実施や申請意思の確認だけでなく、申請書の提出時には民生委員児童
委員所見の記載もある。このため、所得など経済状況だけでなく、生活の実態や家庭の状
況、健康状態などもふまえて判断している。 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 課税所得 前年度 216 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 課税所得 その他 234

・（サについて）学校長の所見欄あり。民生委員による所見欄あり。
・保護者の死亡、離婚等による世帯の状況の変化または病気、火災、事故その他特別な事
情により生活に困窮している世帯で教育委員会が認定するもの。 【基準額の時期】特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額 10%未満

目安額（年
額）

就学援助率

テ．その
他

係数（倍
率）

基準根拠

目安額
（年額）

係数（倍率）

セ．生活
福祉資
金による
貸付け

ソ．生活
保護の
基準額
に一定
の係数
を掛けた
もの（生
活保護
の基準
額が変
わると自
動的に
要件が
変わるも
の）

タ．生活
保護の
基準額
に一定
の係数
を掛けた
もの（生
活保護
の基準
額を参
照して額
を定めて
いるも
の）

チ．特別
支援教
育就学
奨励費
の需要
額測定
に用いる
保護基
準額に
一定の
係数を
掛けたも
の

ツ．市区
町村民
税（所得
割又は
均等割）
課税最
低限度
額に一
定の係
数を掛け
たもの

ケ．個人
の事業
税の減
免

コ．固定
資産税
の減免

サ．学校
納付金の
納付の状
態や、昼
食，被服
等が悪い
者。学用
品，通学
用品等に
不自由し
ている者
等で保護
者の生活
状態が極
めて悪い
と認めら
れる者、

シ．経済
的な理
由による
欠席日
数が多
い者

ス．保護
者の職
業が不
安定で，
生活状
態が悪
いと認め
られる者

エ．国民
年金保
険料の
免除

オ．国民
健康保
険法の
保険料
の減免
または
徴収の
猶予

カ．児童
扶養手
当の支
給

キ．保護
者が職
業安定
所登録
日雇労
働者

ク．PTA
会費，学
級費等
の学校
納付金
の減免
が行な
われて
いる者

Ⅱ　平成２９年度準要保護認定基準

（１）平成２９年度における準要保護認定基準
（２）（１）でソ，タ又はチに○をした場合，係

数（倍率），基準根拠及び目安額

（３）（１）でツに○をした
場合、市町村民税課税
最低限度額に掛ける係
数（倍率）及び目安額

（４）（１）でテに○をした場合，その他の基準の内容 （５）その他

ア．生活
保護法
に基づく
保護の
停止ま
たは廃
止

イ．市区
町村民
税の非
課税

ウ．市区
町村民
税の減
免
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（２）補足事項　（１）でその他に○をした場合、費目毎の援助額の内容を記入。その他補足事項

実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他

0 0 0 9 10 9 18 18 0 0 0 0 8 8 8 19 18 0 1 1 0 3 3 3 1 0 0 4 4 0 19 19 19 4 3 0 11

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 39,290 25,545 ○ 21,490 17,758

○ 11,420 ○ 20,470 ○ 21,490 17,797
・学用品費及び通学用品費
　第１学年：９，１９０円　　その他の学年：１１，４２０円

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 39,290 9,200 ○ 21,490 19,607

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 31,000 ○ 21,490 21,490

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 17,000 支給平均額については，２９年度予算に計上した単価を記入

○ 13,650 ○ 20,470 ○ 21,490 18,862
・学用品費は,通学用品費を含み、2～6年生は上記の一定額、1年生は11,420円。
・修学旅行費の支給平均額は、28年度の実績額により記入。

○ 11,420 11,276 ○ 40,600 ○ 21,490 16,833

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 39,290 0 ○ 31,000
・修学旅行費については29年度予算に計上した単価。
・通学費については支給実績無し。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 16,256

○ 11,420 11,420 ○ 40,600 40,600 ○ 21,490 21,490

○ 11,420 11,420 ○ 40,600 40,600 ○ 21,490 16,408

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 21,490

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 19,500

○ 11,420 11,420 ○ 40,600 40,600 ○ 20,000
・通学用品費については学用品費とまとめて支給
・支払平均金額は２９年度予算に計上した単価にて入力

○ 13,650 13,650 ○ 40,600 40,600 ○ 21,490 21,490 平均支給額は平成２９年度予算単価で計上

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 10,000

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 15,000 15,000
・学用品費には、学用品費、通学用品費、校外活動費、クラブ活動費、体育実技用具費等含む。
・一定額は、当初認定者の場合の金額であり、途中認定者、転出者は、この額ではない。

○ 11,420 11,420 ○ 40,600 20,470 ○ 21,490 21,490 支給平均額は平成29年度予算に計上した単価を記入

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,940 17,352

○ 11,420 ○ 20,470 ○ 21,180 18,415

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 ・修学旅行費～小学校隔年実施（H29実施年度）

○ 11,420 11,420 ○ 40,600 40,600 ○ 11,490 11,490

○ 11,420 ○ 20,470 ○ 21,190

○ 11,420 ○ 20,470 ○ 21,490 21,490

○ 11,420 11,420 ○ 40,600 40,600 ○ 31,230 ・通学費は支給対象外。

○ 11,420 11,420 ○ 20,470 20,470 ○ 28,372 平均支給額は平成２８年度実績平均額

学用品費 新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費

（１）項目毎の援助額

Ⅲ　平成２９年度準要保護就学援助額

１．小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）



該当団体数26

宮崎県 宮崎市

宮崎県 都城市

宮崎県 延岡市

宮崎県 日南市

宮崎県 小林市

宮崎県 日向市

宮崎県 串間市

宮崎県 西都市

宮崎県 えびの市

宮崎県 三股町

宮崎県 高原町

宮崎県 国富町

宮崎県 綾町

宮崎県 高鍋町

宮崎県 新富町

宮崎県 西米良村

宮崎県 木城町

宮崎県 川南町

宮崎県 都農町

宮崎県 門川町

宮崎県 諸塚村

宮崎県 椎葉村

宮崎県 美郷町

宮崎県 高千穂町

宮崎県 日之影町

宮崎県 五ヶ瀬町

①都道府県②市町村

（２）補足事項　（１）でその他に○をした場合、費目毎の援助額の内容

実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給
平均額

現物支給 上限額
上限の
金額

支給
平均額

一定額
一定の
金額

その他

0 0 0 9 9 9 18 17 0 0 0 0 8 8 8 19 18 0 1 1 0 3 3 3 1 0 0 4 4 0 19 19 19 4 3 0 10

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 79,410 67,025 ○ 57,590 57,199

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 57,590 57,096
・学用品費及び通学用品費
　第１学年：２０，０９０円　　その他の学年：２２，３２０円

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 79,410 0 ○ 57,590 57,553 ・通学費について実績なし

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 46,000 ○ 57,590 57,590

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57,590 57,590 支給平均額については，２９年度予算に計上した単価を記入

○ 24,550 ○ 23,550 ○ 57,590 57,590
・学用品費は通学用品費を含み、2～3年生は上記の一定額、1年生は22,320円。
・修学旅行費の支給平均額は、28年度の実績額により記入。

○ 22,320 22,115 ○ 47,400 ○ 57,590 53,243

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 79,410 0 ○ 62,000
・修学旅行費については29年度予算に計上した単価。
・通学費については支給実績無し。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57,590 57,590

○ 22,320 22,320 ○ 47,400 47,400 ○ 57,590 57,590

○ 22,320 22,320 ○ 47,400 47,400 ○ 57,590 52,327

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57,590 57,590

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57,590 57,290

○ 22,320 22,320 ○ 47,400 47,400 ○ 60,000
・通学用品費は学用品と含めて支給。
・支給平均額は２９年度予算に計上した単価にて入力。

○ 22,320 22,320 ○ 47,400 47,400 ○ 57,590 57,590 ・平均支給額は平成29年度予算単価で計上。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 10,000

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 38,000 38,000
・学用品費には、学用品費、通学用品費、校外活動費、クラブ活動費、体育実技用具費等含む。
・一定額は、当初認定者の場合の金額であり、途中認定者、転出者は、この額ではない。

○ 22,320 22,320 ○ 47,400 23,550 ○ 57,590 57,590 支給平均額は平成29年度予算に計上した単価を記入

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57,590 56,253

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 56,670 56,670

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57,590

○ 22,320 22,320 ○ 47,400 47,400 ○ 37,590 37,590

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 57,290

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 57,590 57,590

○ 22,320 22,320 ○ 47,400 47,400 ○ 64,000 ・通学費は支給対象外。

○ 22,320 22,320 ○ 23,550 23,550 ○ 57,097

（１）費用毎の援助額

学用品費 新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費

２．中学校の就学援助の額の単価（一人当たり年間支給額）



該当団体数26

宮崎県 宮崎市

宮崎県 都城市

宮崎県 延岡市

宮崎県 日南市

宮崎県 小林市

宮崎県 日向市

宮崎県 串間市

宮崎県 西都市

宮崎県 えびの市

宮崎県 三股町

宮崎県 高原町

宮崎県 国富町

宮崎県 綾町

宮崎県 高鍋町

宮崎県 新富町

宮崎県 西米良村

宮崎県 木城町

宮崎県 川南町

宮崎県 都農町

宮崎県 門川町

宮崎県 諸塚村

宮崎県 椎葉村

宮崎県 美郷町

宮崎県 高千穂町

宮崎県 日之影町

宮崎県 五ヶ瀬町

①都道府県②市町村

自由記載欄

25 1 1 1

○

○

○

○

○ 給食費の半額補助

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

【補足】
　本村の自治公民館活動は、全国でも類を見ない「諸塚方式」といわれる独自のスタイルをとっており、行政と地域の自治公民館が車の両輪にたとえられ、村民同士の相互扶助だけでな
く､地域づくりも含めた社会的な課題まで包括する充実したもので、住民同士による密接なコミュニティーが形成されています。また、過疎化や少子高齢化が進むにつれ、子どもは地域の
宝的存在になっており、その健やかな成長を願うだけでなく、安全・安心な子育て環境など、子どもの現状に対する地域の目が常に注がれている状況にあります。
　このため、過疎地域であるが故に定期異動のある学校職員だけでなく、より地域に密着している民生委員児童委員のご協力により、家庭訪問による聞き取りなどで各家庭の実情を把握
し、年収等数字だけではなく、学校及び民生委員児童委員の意見を伺った上で就学援助の可否を総合的に判断しています。

○

○

○

○

○

イに○をした場合，その内容

ア．特に
取組を
行ってい
ない（把
握してい
ない）

イ．取組
を行って
いる（把
握してい
る）

Ⅳ　その他

通学用服等の学用品等の購入等に関して、保護者負担軽減策として実施している（把握している）取組


